
 

４監第２７号 

令和４年１２月１４日  

 

岡 谷 市 長  今 井 竜 五 様 

岡谷市議会議長  小 松   壮 様 

 

                                                        岡谷市監査委員 

山 岸   徹 

宮 坂 正 志 

藤 森 博 文 

 

 

工事監査の結果について（報告） 

       

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定例監査の一環として工事監査を実施

したので、同条第９項の規定により別紙のとおり報告します｡ 



工 事 監 査 報 告 書 

この監査は、岡谷市監査基準に基づき実施した。 

  

１ 監査の範囲 

（１）監査の種類 

   地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく定例監査の一環としての工事監査 

（２）監査対象 

岡谷市サイクリングロード整備工事 

岡谷市湖畔四丁目 

（３）監査実施期間 

令和４年１１月１０日（関係書類及び現地調査） 

令和４年１１月２８日（工事技術調査報告書提出） 

（４）工事技術調査業務実施技術士 

伴野 節男 氏  

（５）監査の観点及び監査方法 

   対象工事の適法性・合理性・効率性を検証するに当たり、設計から施工に至る各プ

ロセスについて適正かつ能率的に行われているか等を主に技術面から監査するため、

工事関係書類及び技術面における調査を伴野節男技術士に委託した上で、調査技術士

による現場調査にも同行し、実査・立会・確認を行った。 

また、調査技術士による工事技術調査業務報告書（以下「調査報告書」という。）を

もとに総合的な判断を加え、監査報告書とした。 

 

２ 監査の結果 

  調査技術士による調査報告書の内容を検証した上で、総合的な検討を行った結果、本

事業については、良好に実施されていることが認められた。 

  「岡谷市サイクリングロード整備工事」は、諏訪湖周のサイクリング環境の多様化に

よる自転車利用の高まりから、自転車利用者と歩行者や自動車との共存に対する安全の

確保などの課題を解決するため、平成 28年度に長野県と岡谷市・諏訪市・下諏訪町が策

定した「諏訪湖周サイクリングロード基本計画」、平成 30 年度に岡谷市・諏訪市・下諏

訪町が策定した「諏訪湖周自転車活用推進計画」により実施するものである。 

計画による諏訪湖周 16ｋｍを長野県と諏訪湖周二市一町で分担し、誰もが安全に無理

なく利用できるサイクリングスペースの連続性の確保をするべく整備が進められている。 

なお、調査技術士からは、発注者、設計者、施工監理者及び施工者について公共事業

として高い水準で事業実施されているとの所見をいただいたく中で、特に工事実施技術

や施工監督技術において高く評価されたところであるが、その一方で、幾つか今後の改

善すべき事項が指摘されたことから、これらを真摯に受け止めるとともに、監査結果の

積極的な情報共有を図り、今後の工事施工等にいかすよう努められたい。本工事監査に

より明らかとなった課題等の詳細については、調査報告書に記載されているとおりであ

るので、内容を十分精査した上で改善に努められ、また、丁寧な取組が評価された事項

については、今後も継続されるよう要望する。 

以下、技術士による工事技術調査結果を示す。 






























